
※契約内容の詳細は、各担当課にお問い合わせ下さい。

令和４年８月契約分

NO 契約の名称 契約を締結した日
契約の相手方とした者

の名称及び住所
契約金額 随意契約の相手方の選定理由（適用条項） 担当課

1
令和4年度テレ
ワーク環境保守
業務

令和4年8月1日
㈱電算　佐久支社
佐久市猿久保472-3秋
山ビル

523,600円

　本業務は、今年度に構築を行ったテレワーク環境について端末及
びネットワークに関連する機器等の保守を行うもの。
テレワーク用端末は既存の情報系ネットワークに無線通信にてアク
セスを行うため、その保守にあたっては特定の通信経路のみを許容
するセキュリティ対策を含めた対応を行うことが求められる。ま
た、不具合やインシデントが発生した際は端末の通信の遮断を含め
た迅速な対応も求められる。
　上記を満たすのはテレワーク環境を構築し、かつ情報系ネット
ワークの保守を行っている業者のみであることから㈱電算 佐久支社
を選定する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

情報政策課

2
令和4年度AI-
OCR利用及び運
用保守業務

令和4年8月1日
㈱電算　佐久支社
佐久市猿久保472-3秋
山ビル

3,256,000円

　本業務は、令和2年度に構築したAI-OCRについて、その利用及び保
守を行うもの。
　本業務を履行できるのはAI-OCRの構築業者のみであることから㈱
電算 佐久支社を選定する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

情報政策課

3
令和4年度電子
入札システム改
修委託業務

令和4年8月23日
富士通Japan㈱長野支
社
長野市鶴賀緑町1415

550,000円

　本業務は、長野県市町村電子入札システムへ随意契約の入札方式
を追加する業務である。長野県市町村電子入札システムは、長野県
と市町村の共同利用型システムとして富士通Japan㈱が開発してお
り、電子入札システムの機能追加を他者が行うことはできないた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

契約課

4

令和4年度佐久
市立小学校暖房
用温水ボイラー
点検整備及び燃
焼室内煤清掃業
務

令和4年8月25日

㈱日本サーモエナー
長野営業所
長野市青木島町青木
島乙829-4

1,408,000円

　本業務は、ボイラー本体の缶体内部に係る点検整備及び本体炉内
の清掃であり、本体の分解・組立が必要となる。設備の安全な運用
を確保するためには、製造業者の分解・組立・点検技術が必須であ
るため、本ボイラーの製造業者であり、設備の構造を熟知し、機能
品質を確保できる唯一の者である㈱日本サーモエナー長野営業所を
選定する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

教育施設課

随意契約の公表一覧表（予定価格５０万円以上）
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5
令和4年度佐久
市立東小学校浄
化槽清掃業務

令和4年8月25日
浅間清掃㈲
佐久市鍛冶屋331-1

571,450円

　浄化槽汚泥処理については、佐久平環境整備事業協同組合におい
て、し尿・浄化槽汚泥の収集許可及び地区担当業者が定められてい
るため、当該地区を担当し、物品購入等入札（見積）参加登録者名
簿の役務・業務１（清掃・駆除・処理）のうち、汲み取り処理に登
録のある唯一の者である浅間清掃㈲を選定する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

教育施設課

6
令和4年度佐久
市立東中学校浄
化槽清掃業務

令和4年8月25日
浅間清掃㈲
佐久市鍛冶屋331-1

523,600円

　浄化槽汚泥処理については、佐久平環境整備事業協同組合におい
て、し尿・浄化槽汚泥の収集許可及び地区担当業者が定められてい
るため、当該地区を担当し、物品購入等入札（見積）参加登録者名
簿の役務・業務１（清掃・駆除・処理）のうち、汲み取り処理に登
録のある唯一の者である浅間清掃㈲を選定する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

教育施設課

7
令和4年度わが
まち佐久・市民
講座開催業務

令和4年8月1日
わがまち・佐久市民
講座運営実行委員会
佐久市中込3056

600,000円

　市民が自信をもって佐久を紹介でき、全国に誇れるまちづくりを
する契機とすることを目的として講座を開設するものであるため、
活気あるまちづくりに向け、各分野で活動を行っている各種団体の
代表者で組織され、かつ本業務を確実に履行した実績のある「わが
まち佐久・市民講座運営実行委員会」を選定する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

生涯学習課
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